佐伯市基幹相談支援センター事業業務委託仕様書


１ 委託業務名
佐伯市基幹相談支援センター業務

２　業務の目的
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という）第 77 条の 2 に規定する基幹相談支援センター（以下「基幹センター」という。）を運営し、佐伯市の相談支援体制を総合的に強化することを目的とする。

３　業務の場所
佐伯市向島1丁目3番8号
佐伯市基幹相談支援センターすきっぷ

４ 委託期間
[bookmark: _GoBack]令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

５　委託業務の内容
本事業により委託する業務は、以下のとおりとする。

➀総合的・専門的な相談支援
障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施
(1)障がい福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）
(2)社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言指導等）
(3)社会生活力向上のための支援
(4)ピアカウンセリング
(5)専門機関の紹介

②地域の相談支援体制の強化の取組
（１）地域の相談支援事業者に対する専門的な指導、助言
（２）地域の相談支援事業者の人材育成の支援（地域の相談支援事業者を対象とする研修会及びサービス等利用計画に関する学習会・事例検討会等を各年１回以上開催する。）
（３）地域の相談機関（相談支援事業者、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等）との連携強化の取組（関係会議への参加等）
（４）学校や企業等に赴き、各種情報の収集・提供や事前相談・助言
（5）専門的な相談支援等を要する困難ケースへの対応及び巡回相談会の実施

③地域移行・地域定着の促進の取組
（１）障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
（２）地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
(３)住居入居に必要な調整等に係る支援

④自立支援協議会を通じた地域づくりの取組
（１）自立支援協議会事務局（市障がい福祉課と共同事務局）
（２）地域課題の解決に向けての取り組み
（３）各部会の伴走支援

⑤権利擁護・虐待の防止の取組
（１）障害者等に対する虐待を防止するための取組
（２）権利の擁護のために必要な援助
（３）虐待防止センターや成年後見支援センターと連携しての必要な支援の実施

６　委託人数及び委託条件
・相談支援専門員1名（原則週5日のうち4日間をセンターにて勤務）
・相談支援専門員は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師等基幹相談支援センターを運営するために必要と認められる能力を有する者を配置すること。

７　運営時間
（1）窓口の開設時間
月～金曜日 午前８時３０分～午後５時まで
（国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く）
（2）その他
窓口開設日及び時間については、上記を越えて実施することも可能であるが、定例的に変更がある場合、本市の承認を経て実施するものとする。なお、開設時間外においても、障がい者等からの緊急の相談を受理するための連絡体制を確保すること。（携帯電話等による体制も可とする。）

８　運営に要する経費
以下の経費について委託料による支出対象とする。
（1）人件費　　　給料、職員手当 等
（2）事業費　　　需用費（消耗品費、燃料費、研修費）、役務費（通信運搬費）等

９　委託業務実施上の留意点
（１）職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるなど必要な取組を図ること。
想定される業務中の事故に対して、損害賠償責任保険に加入すること。
（２）関係法令を遵守すること。業務遂行している中で、法的観点からアドバイスが必要となった場合は、速やかに本市に相談すること。
（３）苦情窓口を設けた上で、その周知を図ること。あわせて、センターに苦情等が寄せられた場合は、その内容や対応方法を記録した上で本市に報告するとともに、必要な業務改善につなげること。
（４）委託業務に関して作成又は取得した文書を、委託期間の終了日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間保存すること。

１０　報告・提出書類等
（１）相談支援報告書（翌月１0日までに提出）
本事業の実施状況については、別に定める様式により毎月1０日までに前月分の業務に関する実績報告書を電子媒体にて甲に提出しなければならない。
また、市から事業の実施状況について報告を求められたときは、随時、市から事業の実施状況について報告を求められたときは、随時、 必要な情報を提供するものとする。必要な情報を提供するものとする。
（２）事業実績報告書（年度末に提出）
（３）収支決算報告書（年度末に提出）

１１　その他
事業実施において、当該仕様書にない事項について疑義が生じた場合は、その都度、障がい福祉課と協議すること。
